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障害者雇用取組意向調査報告書

Ⅰ 調査の説明

１ 調査の目的

県内事業所の障害者の雇用意向、職場見学・職場実習等の受入状況を調査し、

その結果を踏まえて求人開拓、職場実習等受入事業所データベース作成の基礎資

料とする。

これにより、障害者の求人増や職場実習の機会を拡大し、障害者の雇用促進に

資する。

２ 調査方法

郵送調査及び訪問調査

３ 調査対象事業所数及び回答事業所数

(1) 郵送調査

ア 対象事業所数 愛知県内の事業所のうち、30人以上を雇用している雇用保

険適用事業所 9,314事業所

イ 回答事業所数 3,936事業所（回収率 42.3％）

(2) 訪問調査

ア 対象事業所数 郵送調査回答事業所のうち訪問調査を可とする事業所

５３３所

イ 訪問事業所数 訪問日の調整ができ訪問できた事業所 ４０９所

４ 調査事項

(1) 郵送調査

ア 「障害者の雇用の促進に関する法律」の改正内容等の周知度

イ 障害者雇用に関すること

ａ 平成２１年１０月１日現在の障害者の雇用状況

ｂ 障害者が従事している又は従事予定の職種

ｃ 障害者の法定雇用率の達成状況

ｄ 今後の障害者雇用

ｅ 職場見学及び職場実習について

ｆ 特例子会社について

ｇ トライアル雇用について

ｈ グループ就労訓練について
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ｉ ジョブコーチについて

ウ 障害者雇用を新たな産業分野で雇用する予定

エ 障害者雇用を新たな職種で雇用する予定

(2) 訪問調査

ア 障害者の雇用状況について

イ 職場見学、職場実習について

ウ 特例子会社について

エ トライアル雇用について

オ グループ就労訓練について

カ ジョブコーチについて

５ 調査時期

(1) 郵送調査

平成２１年１０月１日現在で調査

(2) 訪問調査

平成２１年１１月～２２年１月の間で実施

Ⅱ 調査結果

第１ 郵送調査結果

１ 「障害者の雇用の促進に関する法律」の改正内容等の周知度

(1) 「法律の一部改正が平成２１年４月１日から段階的に施行されること」は、

６７．２％の事業所が知っている。

(2) 「平成２１年４月から障害者雇用率の算定が『企業グループ算定特例』が創

設されること」は、４７．５％の事業所が知っている。

(3) 「平成２１年４月から障害者雇用率の算定で『事業協同組合等算定特例』が

創設されること」は、３６．９％の事業所が知っている。

(4) 「平成２２年７月から障害者雇用納付金制度の対象事業主が『常用労働者２

０１人以上３００人以下の事業主』に拡大されること」は、５１．８％の事業

所が知っている。

(5) 「平成２２年７月から除外率が引き下げられること」は、４８．５％の事業

所が知っている。

(6) 「平成２７年４月から障害者雇用納付金制度の対象事業主が『常用労働者が

１０１人以上２００人以下の事業主』に拡大されること」は、４６．４％の事

業所が知っている。

(7) 「平成２２年７月から障害者雇用率の算定に短時間労働者（週所定労働時間
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２０時間以上３０時間未満）をカウントすることになっていること」は、４９．

１％の事業所が知っている。

２ 障害者雇用に関すること

(1) 平成２１年１０月１日現在、障害者を雇用している事業所は、集計事業所３，

８３５所のうち１，９５２所（５０．９％）で、「今後雇用する予定」と回答

のあった事業所は８７所（２．３％）だった。

(2) 障害者を雇用している又は雇用を予定している事業所で、障害者が従事して

いる又は従事予定の職種は、「生産・労務職」が２７．１％で最も多く、次い

で「事務職」（２１．７％）、「専門・技術職」（１７．５％）、「管理職」（８．

４％）となっている。

(3) 障害者の法定雇用率の達成状況は、集計事業所３，６５０所のうち１，７３

６所（４７．６％）が達成しており、未達成事業所についても３８．７％が達

成したいとしている。

(4) 今後の障害者雇用については、「現状維持」とする事業所が４３．８％で最

も多く、次いで「雇用を考えていない」の３６．４％となっているが、「新規

に雇用したい」（９．５％）、「増員したい」（１０．０％）とする事業所も約２

割に達している。

３ 職場見学及び職場実習について

(1) 職場見学及び職場実習の受入については、既に「受け入れている」とする事

業所が３７２所で、「今後受け入れたい」とする事業所が１４３所だった。

(2) 既に受入れている及び今後受入れたいとする事業所での受入時期は、学校が

夏休み期間中の「７～９月」が３０．０％で最も多く、次いで「４～６月」（２

８．９％）、「１０～１２月」（２４．１％）、「１～３月」（１７．０％）の順と

なっている。

(3) 既に受入れている及び今後受入れたいとする事業所での受入期間は、約８割

の受入事業所で２週間未満となっており、そのうち、１週間未満とする事業所

が４２．９％で最も多かった。

(4) 一度に受入れた及び受入れたいとする人数は、９７．５％が５人未満であっ

たが、３か月以上とする事業所も４．８％あった。

(5) 既に受入れている及び今後受入れたいとする事業所での受入障害者の障害種

別は、「知的障害者」が５３．０％で最も多く、次いで「身体障害者」の３９．

７％となっている。

(6) 職場見学及び職場実習を受け入れた後の状況は、「新規雇用に結びついた」
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とする事業所が３９．４％で最も多く、次いで「障害者雇用のための課題が理

解できた」（２８．１％）、「障害者雇用に前向きになった」（１４．４％）の順

だった。

(7) 職場見学及び職場実習を受入れていない又は受入れる予定はないとする理由

は、「受入可能な職種がない」とする事業所が２５．７％で最も多く、次いで

「新規に雇用する予定がない」（２２．２％）、「職場の指導体制が整っていな

い」（２２．１％）、「バリアフリーの施設がない」（１９．３％）となっている。

４ 特例子会社について

(1) 特例子会社制度の周知度は、集計事業所３，７８０所のうち、「知っている」

が４７．２％、「知らない」が５２．８％だった。

(2) 特例子会社制度を知っているとする事業所のうち、設立の意向を聞いたとこ

ろ、「設立したい」（５所）と「設立を検討中」（１３所）で合わせて１８所あ

った。

(3) 特例子会社制度を知らないと回答した事業所に、同制度の関心度を聞いたと

ころ、「関心がない」とする事業所が半数を超えたが、「内容を詳しく知りたい」

とする事業所が１６６所あった。

５ トライアル雇用制度について

(1) トライアル雇用制度の周知度は、集計事業所３，８１５所のうち、「知って

いる」が６５．４％、「知らない」が３４．６％だった。

(2) トライアル雇用制度を知っている事業所に、同制度の実施状況を聞いたとこ

ろ、「実施する予定はない」が６割を超えているが、「実施したことがある」（１

５．５％）と「実施したことはないが関心がある」（１８．２％）とする事業

所で３割を超えている。

(3) トライアル雇用制度を知らないと回答した事業所に、同制度の実施の意向を

聞いたところ、「実施する予定はない」が半数を超えているが、「内容を詳しく

知りたい」とする事業所が９５所あった。

６ グループ就労訓練について

(1) グループ就労訓練の周知度は、集計事業所３，８１６所のうち、「知ってい

る」が３８．４％、「知らない」が６１．６％だった。

(2) グループ就労訓練を知っている事業所に、同制度の実施状況を聞いたところ、

「実施する予定はない」とする事業所が９割近くに達しているが、「実施した

ことがある」と「実施したことはないが関心がある」で約１割となっている。
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(3) グループ就労訓練を知らないと回答した事業所に、同制度の実施の意向を聞

いたところ、「実施する予定はない」が６割を超えているが、「内容を詳しく知

りたい」とする事業所が１５３所あった。

７ ジョブコーチについて

(1) ジョブコーチの周知度は、集計事業所３，８９１所のうち、「知っている」

が４６．２％、「知らない」が５３．８％だった。

(2) ジョブコーチを知っている事業所に、同制度の利用状況を聞いたところ、「支

援を受ける予定はない」とする事業所が７割を超えているが、「支援を受けた

ことがある」と「支援を受けたことはないが関心がある」で２割を超えている。

(3) ジョブコーチを知らないと回答した事業所に、同制度の利用の意向を聞いた

ところ、「支援を受ける予定はない」が約６割となっているが、「内容を詳しく

知りたい」とする事業所が１５４所あった。

８ 新たな産業分野での雇用計画について

(1) 障害者を新たな産業分野で雇用する計画を聞いたところ、雇用する計画があ

るとする事業所が２％、雇用する計画はないとする事業所が９８％だった。

(2) 雇用する計画があるとする事業所に、計画している産業分野を聞いたところ、

「サービス業」が３３％で最も多く、次いで「製造業」（２０．９％）、「医療

・福祉」（１４．３％）、「運輸業」（６．６％）となっている。

９ 新たな職域での雇用計画について

(1) 障害者を新たな職域で雇用する計画を聞いたところ、雇用する計画があると

する事業所が７．４％、雇用する計画はないとする事業所が９２．６％だった。

(2) 雇用する計画があるとする事業所に、計画している職種を聞いたところ、「事

務職」が３０．５％で最も多く、次いで「生産・労務職」（１９．５％）、「専

門・技術職」（１６．９％）、「サービス職」（９．９％）となっている。

10 自由記述欄の意見について

自由記述欄には、１，２２１所の記述があり、「行政に対する要望」が４２．

７％で最も多く、次いで「障害者雇用ができない事情説明」（３４．４％）、「障

害者雇用を進める上での事業所としての課題・問題点」（１６．２％）となって

いる。

「行政に対する要望」のうち、最も多い意見は「補助金、助成金の拡大」（３

１．３％）を求める要望であり、次いで、ジョブコーチやトライアル雇用、就職
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面接会の開催、障害者雇用に係るセミナー開催などを求める「支援制度・事業の

拡充」（１６．５％）、障害者雇用に関する情報提供などの「広報・啓発事業の強

化」（１０．２％）、「ハローワーク等との連携」（８．４％）となっている。

「障害者雇用を進める上での事業所としての課題・問題点」では、「従業員や

家族・地域の理解」（２８．８％）が最も多く、次いで「施設・設備の整備」（２

７．３％）、「職種の拡大」（１１．６％）となっている。

「障害者雇用ができない事情説明」では、「障害者に適した仕事がない」（３２．

９％）が最も多く、次いで「雇用増ができない」（２５．５％）、「景気が悪い」（２

１．９％）と続いている。
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第２ 訪問調査結果

１ 障害者の雇用状況について

(1) 雇用状況

訪問調査実施事業所４０９所のうち、障害者を雇用している事業所は２４２

所（５９．１％）で、１所当たりの雇用者数は７人（うち重度障害者は２．５

人）であった。

障害者を雇用している事業所２４２所で雇用されている障害者は、１，６８

５人で、障害種別は身体障害者が６９．６％で最も多く、次いで知的障害者の

２５．６％、精神障害者の４．８％となっている。

(2) 今後の雇用見込み

今後、新規に雇用したい又は増員したいと回答した事業所が雇用を考えてい

る障害種別は、身体障害者８０．１％、知的障害者１５．４％、精神障害者４．

５％となっている。

雇用可能な身体障害者の障害部位は、内部疾患が２８．１％と最も多く、次

いで下肢障害（２６．７％）、上肢障害（１７．９％）、聴覚障害（１１．２％）、

音声言語障害（７．７％）と続いている。

雇用可能な障害程度については、軽度（５、６級）が５２．５％で最も多く、

次いで中度（３、４級）、重度（１、２級）となっている。

(3) 新規雇用等を選択した理由

今後、新規雇用したい又は増員したいを選択した理由は、「法定雇用率を達

成したい」（５５．７％）が最も多く、次いで「過去に雇用した経験がある」（１

５．１％）、社会的責任や雇用需要があるなどの「その他」（１３．７％）、「業

務内容に適している」（９．９％）と続いている。

(4) 新規雇用者が従事する業務

新規に雇用した障害者が従事する業務は、「事務職」が２７．０％で最も多

く、次いで「生産・労務職」（２２．８％）、「専門・技術職」（２１．５％）、「サ

ービス職」（１４．８％）となっている。

(5) 雇用開始時期

新規雇用したい又は増員したいと回答した事業所で、具体的な雇用時期を聞

いたところ、「その他」（３４．２％）が最も多く、次いで「２３年以降」（２

９．７％）、「２２年４月～６月」（１８．２％）、「通年」（１５．５％）と続い

ている。

(6) 新規雇用又は増員を考えていない理由

障害者雇用について、現状維持や減員、雇用を考えていないと回答した事業

所が新規雇用等をしないとする理由は、「受入可能な職種がない」（４２．６％）
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で最も多く、次いで「障害者雇用率を達成している」（２２．８％）、「その他」

（２２．８％）となっていて、「経営が厳しい」（１１．９％）とする理由は最

も少なかった。

２ 職場見学及び職場実習について

職場見学及び職場実習を受け入れていると回答があったのは６３所で、そのう

ち「両方」とも受け入れているのが２９所、「職場見学のみ」が１９所、「職場実

習のみ」が１５所だった。

(1) 職場見学

ア 受入状況

職場見学を受け入れている事業所の障害種別ごとの受入状況は、身体障害

者が半数近い４８．６％で最も多く、次いで、知的障害者４１．７％、精神

障害者９．７％となっている。

身体障害者の部位別の受入状況は、「下肢障害」（３１．４％）が最も多く、

「内部疾患」（２０．０％）、「聴覚障害」（１７．１％）、「上肢障害」（１４．

３％）と続いている。

イ 受入回数及び人数

職場見学の受入状況について回答があった３８所の延受入回数は２１７回

で、１所当たりの受入平均回数は５．７回だった。

また、受け入れた人数は、総数が７６４人で、１所当たりの平均受入人数

は２０．１人、１回当たり受入人数は３．５人となっている。

ウ 受入時期

職場見学の受入時期は、「２１年４月以降」（２５．０％）が最も多く、次

いで「その他」（２３．２％）、「２０年７～９月」（１６．１％）、「２０年４

～６月」（１４．３％）となっている。

エ 受入の依頼元

受入に当たっての依頼元は、「特別支援学校（盲、聾、養護学校）」（５６．

６％）が最も多く、次いで「その他」（１３．２％）、「職業訓練校」（９．４

％）、「授産施設などの社会福祉施設」（９．４％）となっていて、障害者職

業センターなどの支援施設からの依頼は少なかった。

オ 受入後の状況

職場見学の受入後の状況について回答のあった事業所のうち、「職場実習

に結びついた」と回答のあった事業所が２６所、「雇用に結びついた」とす

る事業所が２２所だった。

カ 今後の受入予定
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今後、職場見学を受け入れる「予定がある」と回答した事業所は３０所だ

った。

(2) 職場実習

ア 受入状況

職場実習を受け入れている事業所の障害種別ごとの受入状況は、知的障害

者が半数以上の６２．９％で最も多く、次いで、身体障害者２７．４％、精

神障害者９．７％となっている。

身体障害者の部位別の受入状況は、「下肢障害」（３５．３％）が最も多く、

「内部疾患」（２９．４％）、「上肢障害」（１７．６％）と続いている。「聴

覚障害」、「視覚障害」、「音声言語障害」は、ともに５．９％と同率だった。

イ 受入回数及び人数

職場実習の受入状況について回答があった４７所の延受入回数は１３５回

で、１所当たりの受入平均回数は２．９回だった。

また、受け入れた人数は、総数が１９７人で、１所当たりの平均受入人数

は４．２人、１回当たり受入人数は１．５人となっている。

ウ 受入時期

職場実習の受入時期は、「その他」（２３．８％）が最も多く、次いで「２

１年４月以降」（１４．８％）、「２０年４～６月」（１６．４％）、「２０年７

～９月」（１３．１％）、「２１年１～３月」（１３．１％）となっている。

エ 従事した業務

職場実習を受け入れた所属での業務は、「生産・労務職」が半数以上の５

０．９％ で、次いで「サービス職」（２２．８％）、「事務職」（１５．８％）、

「専門・技術職」（８．８％）の順となっている。

オ 受入の依頼元

受入に当たっての依頼元は、「特別支援学校（盲、聾、養護学校）」（５８．

５％）が最も多く、次いで「その他」（２４．５％）、「授産施設などの社会

福祉施設」（１１．３％）、「県・市町村」（３．８％）、となっている。

カ 受入後の状況

職場実習の受入後の状況について回答のあった事業所のうち、「雇用に結

びついた」とする事業所が３４所だった。

キ 今後の受入予定

今後、職場実習を受け入れる「予定がある」と回答した事業所は３４所だ

った。

(3) 職場見学及び職場実習の受入に対する不安

受入についての不安の有無について回答のあった２７９所のうち、「不安が
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ある」とする事業所が８割を超える２４１所であった。

不安があると回答した２４１所に不安の内容を聞いたところ、「受入可能な

職種がない」とする回答が３１．０％で最も多く、次いで「施設がバリアフリ

ーでない」（２０．７％）、「新規に雇用する予定がない」（２０．３％）となっ

ている。

(4) 職場見学及び職場実習の受入理由

職場見学及び職場実習を今後受け入れたいと回答した事業所の受入理由は、

「事業所の社会的責任を果たすため」とするのが３７．３％で最も多く、次い

で「障害者雇用の理解を深めるため」（２５．５％）、「その他」（２３．５％）

となっている。

３ 特例子会社について

(1) 設立の意向

郵送調査で「知っている」と回答のあった事業所のうち、訪問調査で「設立

したい」と回答のあった事業所は６所だった。

(2) 設立の時期

「設立したい」と回答のあった６所のうち、設立時期について回答のあった

のは２所で、そのうち設立を決めているのは１所だった。

設立の具体的時期は、訪問調査をした時期から「１か月～３か月後」という

回答だった。

(3) 雇用する障害種別

特例子会社で雇用する障害種別について回答のあったのは３所で、雇用を考

えている障害者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者ともそれぞれ１所ず

つだった。

(4) 関心度

特例子会社についての関心度は、今回の調査で同制度を知り、「関心を持っ

た」とする事業所が５９．９％だった。

「関心がない」と回答のあった事業所の理由は、「会社規模が小さく設立す

るまでもない」が４８．８％で最も多く、次いで「子会社に集約できる業務が

ない」（２１．３％）、「その他」（１６．３％）となっている。

４ トライアル雇用について

(1) 実施の意向

郵送調査で「実施したことはないが関心がある」と回答のあった事業所に、

実施の意向を聞いたところ、回答のあった９４所のうち、半数以上の５０所（５
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３．２％）が実施の意向を持っている。

(2) 実施する場合の業務

実施する意向のある５０所がトライアル雇用で従事させる業務内容は、「専

門・技術職」と「事務職」がともに３１．４％で最も多く、次いで「生産・労

務職」の１９．８％となっている。

(3) 関心度

郵送調査でトライアル雇用を「知らない」と回答した事業所に、今回の調査

で関心を持ったかどうかを聞いたところ、９９所から回答があった。そのうち、

６９所の６９．７％の事業所が関心を持ったと回答している。

(4) トライアル雇用を知った機関

郵送調査でトライアル雇用を実施したことがあると回答した事業所に、トラ

イアル雇用をどこで知ったかを聞いたところ、回答のあった５３件のうち、約

７割の３７件（６９．８％）が「ハローワーク」だった。

(5) 実施した障害者の障害種別

トライアル雇用を実施した事業所に、障害者の障害種別を聞いたところ、身

体障害者が４９．１％、知的障害者が４５．３％、精神障害者が５．７％だっ

た。

また、今後の実施予定を聞いたところ、４０所から回答があり、２７所の６

７．５％が「実施したい」と回答している。

(6) 実施後の状況

トライアル雇用の実施後、常用に移行したのは８３．０％で、高い割合を示

している。

一方、常用に至らなかった理由は、「業務に関して適性がなかった」とする

回答が３４．８％で最も多く、本人都合などの「その他」が３０．４％、「業

務に関して能力不足だった」の２１．７％となっている。

(7) 実施する予定がないとした理由

トライアル雇用を実施する予定はないとの回答は４１３件で、そのうち最も

多い理由は、「受入可能な職種がない」（２６．６％）で、次いで「新規に雇用

する予定がない」（２２．８％）、「施設がバリアフリーでない」（１６．２％）、

「職場の指導体制が整っていない」（１４．８％）と続いている。

５ グループ就労訓練について

(1) 実施の意向

郵送調査で「実施したことはないが関心がある」と回答のあった事業所に、

実施の意向を聞いたところ、回答のあった３１所のうち、１３所（４１．９％）
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が実施の意向を持っている。

(2) 実施する場合の形態等

実施する意向があると回答した事業所のうち、その実施形態を聞いたところ、

「職場実習型」が６８．８％で最も多く、次いで「雇用型」の２５．０％、「請

負型」の６．３％となっている。

また、実施するとした場合の障害者の障害種別は、身体障害者５２．６％、

知的障害者４２．１％、精神障害者５．３％だった。

(3) 関心度

郵送調査でグループ就労訓練を「知らない」と回答した事業所に、今回の調

査で関心を持ったかどうかを聞いたところ、２１０所から回答があった。その

うち、１２８所の６１．０％の事業所が「関心を持った」と回答している。

(4) グループ就労訓練を知った機関

郵送調査でグループ就労訓練を実施したことがあると回答した事業所に、グ

ループ就労訓練をどこで知ったかを聞いたところ、回答のあった８件のうち、

「ハローワーク」とする回答が半数の４件だった。

(5) 実施した障害者の障害種別

グループ就労訓練を実施した事業所に、障害者の障害種別を聞いたところ、

身体障害者が５．３％、知的障害者が６３．２％、精神障害者が３１．６％だ

った。

また、今後の実施予定を聞いたところ、３所から回答があった全てが「実施

したい」と回答している。

(6) 実施後の状況

グループ就労訓練を実施したと回答のあった１９人のうち、実施後、常用に

移行したのは１人だった。

(7) 実施する予定がないとした理由

グループ就労訓練を実施する予定はないとの回答は５４８件で、そのうち最

も多い理由は、「受入可能な職種がない」（２７．４％）で、次いで「新規に雇

用する予定がない」（２３．５％）、「職場の指導体制が整っていない」（１７．

０％）、「施設がバリアフリーでない」（１５．５％）と続いている。

６ ジョブコーチについて

(1) 実施の意向

郵送調査で「支援を受けたことはないが関心がある」と回答のあった事業所

に、支援を受ける意向があるかどうかを聞いたところ、回答のあった５９所の

うち、３３所（５５．９％）が支援を受けたいとの意向を持っている。
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また、関心を持ちながらこれまで支援を受けたことがなかった理由を聞いた

ところ、「支援を受ける障害者がいなかったから」が４５．２％で最も多く、

次いで「職場の指導体制が十分だったから」（２７．４％）、「その他」（１６．

１％）と続いている。

(2) ジョブコーチを知った機関

郵送調査でジョブコーチを実施したことがあると回答した事業所に、ジョブ

コーチをどこで知ったかを聞いたところ、回答のあった４１件のうち、「ハロ

ーワーク」とする回答が半数以上の２１件（５１．２％）で、次いで「その他」

（１９．５％）、「雇用開発協会」（１２．２％）となっている。

(3) 支援を受けた目的

支援を受けた目的を聞いたところ、４１件の回答があり、「職場に定着させ

るため」（３４．１％）が最も多く、次いで「障害者に適した指導体制を整え

るため」（２６．８％）、「障害者に対する指導のノウハウを深めるため」（２４．

４％）となっている。

(4) 支援を受けた期間

支援を受けた事業所に、支援を受けた期間を聞いたところ、「１か月以上２

か月未満」が４４．４％で最も多く、次いで「２か月以上３か月未満」（２５．

９％）、「３か月以上４か月未満」（１４．８％）となっている。

(5) 実施後の状況

支援を受けた後の状況を聞いたところ、回答のあった３０所のうち、「職場

定着に結びついた」とする回答が７３．３％だった。

(6) 支援を受ける予定がないとした理由

「支援を受ける予定はない」との回答は３３９件で、そのうち最も多い理由

は、「新規に雇用する予定がない」が４２．８％で最も多く、次いで「支援を

受ける障害者がいない」（２１．８％）、「職場の指導体制が整っている」（１９．

２％）となっている。

７ 愛知県障害者技能競技大会への出場可能職種

(1) 実施競技職種

職　　　種 事業所数 備　　考

ワードプロセッサー １３

ホームページ ５

データベース ６

電子機器組み立て ４



- 14 -

(2) 未実施競技職種

職　　　種 事業所数 備　　考

家具製作 ０

ＤＴＰ ０

電子回路接続 １

義肢 ０

歯科技工 １

パソコン組み立て ２

フラワーアレジメント ０

コンピュータプログラミング ２

パソコン操作 １

喫茶サービス １

ＩＴ ４

事務・販売職 ３

ビルクリーニング清掃 ３

洋裁 １

機械ＣＡＤ ５

パソコンデータ入力 ５

木工 １

縫製 ０


